
建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許

可を取り消したので、同法第29条の５第１項の規定に基づき公告する。

令和５年５月22日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

１ 取消年月日

令和５年５月22日

２ 建設業の許可の全部を取り消したもの

商号又は名称 代表者氏名
主たる営業所の

所在地
許可番号 建設業の種類

（株）和ヶ家 嶋 宏征
静岡県掛川市下垂木

2007-12
(般-02)第 37056 号 建築


